
居 宅 介 護 支 援 重 要 事 項 説 明 書 

 

 あなたに対する居宅介護支援サービス提供にあたり，当該事業者があなたに説明すべき事項は次のとおりです。 

 

１ 事業の目的及び運営の方針 

  介護保険法を遵守し、公平中立な居宅介護支援の提供を目指し、利用者の方が安心して在宅で生活していけるよう、

利用者や家族の意見を取り入れ、また各個人の心身の状態に応じて居宅サービス計画を作成することを目的としてい

ます。 

 

２－１ 事業者概要 

      名  称       株式会社タイオン 365 

      所在地       岡山市北区西古松西町 8-17 スタックⅡビル 

      代表者       代表取締役 藤井 大温 

      電話番号      ０８６－２５０－０３１０ 

 

２－２ 事業所概要 

      名 称        タイオンケアプラン早島 

      所在地       都窪郡早島町早島 1935-2 リバーサイド早島A102 

      管理者       塩田 由紀子 

      電話番号      ０８６－４８０－１３６５ 

      ＦＡＸ         ０８６－４８０－１３６６ 

      指定年月日    令和 ７年 ５月 １日 

指定事業所番号 ３３７２６００３７３ 

 

３ 当事業所の職員体制 

          資格 常勤 非常勤 事業所の指定基準  計 
 

 

管理者 介護支援専門員  １ 名        １ 名 １ 名 

 

 

介護支援専門員   介護支援専門員    名   名        名 名        

 

４ 営業日及び営業時間 

営業日、営業時間   月曜日～金曜日 （９：００ ～１８：００） 

休業日       国民の祝日、 ８/１３～８/１５、１２/３０～１/３ 

営業時間外の緊急連絡先 ０８６－４８０－１３６５ 

      

５ 通常の事業実施地域 

    早島町、倉敷市、岡山市 （旧御津町、旧建部町、旧瀬戸町を除く） 

 

６ サービスの概要 

① 居宅サービス計画の作成 

・ 利用者のお宅に訪問し、利用者やご家族にお話をお伺いし、解決すべき問題を把握します。 

・ 利用者の意思に基づいた公平中立な居宅介護支援を行う為に、ケアプラン作成時に位置付ける居宅サービ 

ス事業所について、複数の事業所の紹介を行い、サービスの内容等の情報を適切に利用者やご家族に提供 

し、利用者にサービスの選択をしていただきます。 

・ 複数のご自宅周辺地域における、居宅サービス事業者が実施している提供するサービスが目指す目標、目 

標の達成時期、サービスを提供する上での留意点などを盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 



・ 居宅サービス計画の原案に位置付けた指定サービス等について、保険給付の対象となるサービスと保険給 

付の対象とならないサービス（自己負担）を区分して、それぞれの種類、内容、利用料等を利用者やその家族 

に説明し、その同意をいただくようにします。 

・ 居宅サービス計画の原案は、利用者やその家族と協議した上で、必要があれば変更を行い、その場合には 

利用者からの文書による同意を得ます。 

 

② 居宅サービス事業者や地域包括支援センター等との連携・調整 

・ 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう居宅サービス事業者や地域包括支援センター 

等と連携をとり連絡調整を行います。 

・ 利用者が介護保健施設等への入居又は入院を希望された場合には、利用者に介護保健施設等の紹介やそ 

の他の援助を行います。 

 

③ サービス実施状況の把握・居宅サービス計画等の評価 

・ 利用者やその家族と、毎月連絡をとり、サービスの実施状況の把握に努めます。 

・ 利用者の状態について定期的に再評価を行い、利用者の状態の変化等に応じて居宅サービス計画の評価や 

変更を行います。 

・ 利用者の状況把握のため、少なくとも月１回はご自宅を訪問します。 

※ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と

認められる場合で、利用者の承諾を得た場合には、利用者の居宅を訪問することがあります。 

 

④ 相談・説明 

・ 介護保険や介護に関する事は、誠意を持ってご相談に応じます。 

 

⑤ 主治の医師及び医療機関等との連携 

・ 利用者が健康に安心して生活できるよう、当該事業所は主治の医師や医療機関に対し、疾患に対する情報に 

ついて必要に応じ連絡をとり、連携を図っていきます。 

その為に、入院や受診時等には、医療機関へ担当介護支援専門員の事業所名や氏名、連絡先を伝えるように 

お願いいたします。 

 

⑥ 財産管理・権利擁護への対応及び成年後見制度への活用支援 

・ サービスを利用する際に、その所有する財産の管理や権利擁護について問題が発生し、第三者の援助が必要 

な場合には、利用者の依頼に基づいて連絡などを行います。 

 また、適正な契約手続き等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の活用や関係機関の紹介などの支援を行い 

      ます。 

 

⑦ 居宅サービス計画の変更 

・ 居宅サービス計画の変更を希望した場合、又は事業者が居宅サービスの変更が必要と判断した場合には、 

利用者及び家族の意見を尊重し、合意の上居宅サービス計画の変更を行います。 

 

⑧ 要介護認定にかかる申請の援助 

・ 利用者の意思を踏まえ、要介護認定等の申請に必要な協力を行います。 

・ 利用者の要介護認定有効期間満了の３０日前には、要介護認定の更新認定に必要な協力を行います。 

 

⑨ サービス提供記録の閲覧・交付・保管 

 ・ 利用者は、サービス提供の実施記録を閲覧し複写物の交付を受ける事が出来ます。 

・ 指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、その完結の日から５年間保存します。 

 

 



⑩ 内容及び手続の説明及び同意 

・ 利用者は、ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求める事が可能で 

   あり、また当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求める事ができます。 

 

７ 質の高いマネジメントの提供 

・ ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、 前６カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護・ 

  通所介護・地域密着通所介護・福祉用具貸与の各サービスの割合及び、前６カ月間に作成したケアプランに位 

置付けた、訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与の各サービスのうち、同一事業者によって

提供されたものの割合について利用者に説明を行い、理解を得るよう努めます。 

 

８ 利用料 

・ 当事業所の居宅介護支援については、原則として利用者の負担はいただきません。すべて保険給付となり 

ますが、保険料滞納等によりお支払いいただく場合もございますので、利用料金表をご参照ください。  

 

９ 事故発生時の対応方法及び損害賠償について 

・ 当事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利 

用者の家族等に連絡を行うと共に、必要な措置を行います。 

・ 当事業者が、指定居宅介護支援の提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生 

した場合には、契約書本文第１６条に基づき、速やかに損害賠償を行います。 

 ・ 当事業所は、以下の内容で損害賠償保険に加入しております。 

加入保険名 東京海上日動火災保険株式会社 介護事業者賠償責任補償 

保険の内容 「対人・対物賠償」「人格権侵害」「経済的損失」など 

 

１０ 苦情解決体制の整備及び相談窓口 

   ・ 当事業所は、指定居宅介護支援の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する為、必要な措 

     置を講じ、指定居宅介護支援の提供に関し、法第２３条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提 

出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協 

力すると共に、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導に従って必要な改善を行います。 

・ 事業者は、提供した指定居宅介護支援の提供に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会 

の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は 

助言に従って必要な改善を行います。 

・ サービスに関する相談や苦情については、速やかに対応を行います。下記までご連絡ください。 

 

・ 次の公的機関においても，苦情や相談に応じています。 

      早島町健康福祉課            岡山県都窪郡早島町前潟３６０－１ 電話：０８６－４８２－２４８３ 

      倉敷市介護保険課            岡山県倉敷市西中新田６４０     電話：０８６－４２６－３３４３ 

岡山市介護保険課            岡山市北区鹿田町 1-1-1       電話：０８６－８０３－１２４０ 

岡山県国民健康保険団体連合会 岡山市北区桑田町 17-5        電話：０８６－２２３－８８１１ 

 

１１ 業務継続計画の策定等 

   ・ 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定訪問介護の提供を継続的に実施する 

ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、 

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

 担当  塩田 由紀子 

電話番号 ０８６－４８０－１３６５ 

ＦＡＸ番号 ０８６－４８０－１３６６ 

対応時間  月～金 ９時～１８時まで 

緊急連絡先 ０８６－４８０－１３６５ 



・ 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施 

します。 

・ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１２ 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

・ 事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活 

用して行うことができるものとする）を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底します。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１３ 身体拘束の適正化 

・ 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 

身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）は行いません。やむを得ず 

身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理 

由を記録するものとします。 

    

１４ 虐待防止の為の措置について 

    ・ 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待等の防止の為、次の措置をとっていきます。 

① 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従 

業者に十分に周知します。 

② 事業所における虐待防止のための指針を整備します。 

③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 

④ 虐待防止の措置を講じるための担当者を置きます。  

虐待の防止に関する責任者：塩田 由紀子 

⑤ その他虐待防止のために必要な措置をとっていきます。 

  ・ 事業者は指定居宅介護支援の提供に当たり、当該事業所及び居宅サービス事業所の従業者または養護者 

（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）により、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速や 

かにこれを市町村に通報いたします。 

 

１５ ハラスメント対策 

   ・ 事業者は職場におけるハラスメント防止に取り組み、研修を実施し職員が働きやすい環境づくりを目指します。 

   ・ 利用者が事業所の職員に対し行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントな 

どの行為を禁止します。 

     

１６ 秘密の保持と個人情報の保護について 

   ・ 事業者は、利用者の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」についてのガイドライン」及び 

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱い 

に努めるものとします。 

   ・ 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をする上で知り得た利用者及び 

     その家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

      ・ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。   

・ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間 

及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 

 

 

 

 



※ 利用料金について 

居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料

金に相当する給付を受領する場合（法定代理受領）は、利用者の自己負担はありません。 

但し、利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領すること

ができない場合は、下記のサービス利用料金の全額をいったんお支払い下さい。 

            要介護度区分 

取扱い件数区分 
要介護１・２ 要介護３～５ 

介護支援専門員１人に当りの利用者

数が４５人未満の場合 

居宅介護支援費 Ⅰ 

          １０，８６０円 

居宅介護支援費 Ⅰ 

１４，１１０円 

〃    ４５人以上６０人未満

の場合において、４０以上の部分 

居宅介護支援費 Ⅱ 

           ５，２７０円 

居宅介護支援費 Ⅱ 

６，８３０円 

〃     ６０人以上の場合

において、６０以上の部分 

居宅介護支援費 Ⅲ 

           ３，１６０円 

居宅介護支援費 Ⅲ 

４，１００円 

 

 加算 加算額 算定要件及び回数等 

要
介
護
度
に
よ
る
区
分
な
し 

初回加算 ３，０００円 

新規に居宅サービス計画を作成する場合、要支援者が要介護認定を

受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合。 

要介護状態区分が２区分以上変更された場合に、居宅サービス計画

を作成する場合。 

入院時情報連携加算Ⅰ  

 

２，５００円 

 

介護支援専門員が、入院した日のうちに病院又は診療所の職員に対

して必要な情報提供を行った場合。 

※ 入院日以前の情報提供を含む。 

※ 営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日

の翌日を含む。 

入院時情報連携加算Ⅱ ２，０００円 

介護支援専門員が、入院した日の翌日又は翌々日に、病院又は診療

所の職員に対して必要な情報提供を行った場合。 

※ 営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して３日

目が営業日でない場合は、その翌日を含む。 

退院・ 

退所加算         

連携 １回 カンファレンス参加有：６，０００円 ・ カンファレンス参加無：４，５００円  

連携 ２回 カンファレンス参加有：７，５００円 ・ カンファレンス参加無：６，０００円   

連携 ３回 カンファレンス参加有：９，０００円 

※医療機関や介護保険施設等、退院、退所し、居宅サービス等を利用する場合において、退院・退

所にあたって、医療機関等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上で、ケアプラン

を作成し居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合に算定する。 

通院時情報連携加算 ５００円 
利用者が医療機関で診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等

と情報連携を行い、ケアマネジメントを行った場合。 

緊急時等居宅カンファレン

ス加算 
２，０００円 

病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利

用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービ

ス等の利用調整を行った場合。 1 月に２回を限度として算定できるこ

と。 

特定事業所加算Ⅰ 

 

特定事業所加算Ⅱ 

 

特定事業所加算Ⅲ 

 

５，１９０円 

 

４，２１０円 

 

３，２３０円 

 

「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る

伝達等を目的とした会議を定期的に開催する事。」「法定研修等におけ

る実習受け入れ事業所となる人材育成への協力体制の整備」「他法人

が運営する居宅介護支援事業者との共同の事例検討会・研究会を実

施」「地域包括支援センター等が実施する事例検討会への参加」など

の厚生労働大臣が定める基準に適合する場合。（一月につき） 

ターミナルケアマネジメント

加算 
４，０００円 

２４時間連絡が取れる体制を確保し、在宅で死亡した利用者に対し、終

末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又は家族の意向を把

握した上で、利用者や家族の同意を得た上で死亡日及び死亡日前14

日以内に２日以上在宅を訪問し、主治医の助言を得、利用者の状態や

サービス変更の必要性の把握、支援を実施した場合等に算定する。 



 

  年     月     日 

 

 

 

事業者は、利用者への居宅介護支援の提供開始に際し、本書面に基づいて重要事項の説明を行いました。 

 

 

    

事業者    岡山市北区西古松西町 8-17 

                   株式会社タイオン 365        代表取締役 藤井 大温        印 

 

 

事業所    都窪郡早島町早島 1935-2 リバーサイド早島 A102 

                   タイオンケアプラン早島     管理者   塩田 由紀子        印  

 

                                 

            説明者                   印      

 

 

 

 

 

 

 

１. 私は、居宅サービス計画の作成を貴事務所に依頼します。 

２. 私は、契約書及び本書面により、事業者から居宅介護支援サービスについて重要事項について説明を受け、 

確認し同意しました。 

    ３. 私がよりよい居宅サービス等を利用出来るよう、サービス担当者会議等で必要な場合には、私及び私の家族 

の個人情報を必要不可欠な範囲内で使用する事に同意します。 

 

         

 

利用者        住所                                                  

 

 

氏名                                      印      

 

 

        家族及び代理人 住所                                                                                             

   

 

                氏名                                             印  

              

               （利用者との続柄：                     ） 
  

 

 


